
聖籠町告示第８３号 

聖籠町予防接種料助成実施要綱の一部を改正する告示を次のように定める。 

令和２年８月７日 

聖籠町長 西脇 道夫   

聖籠町予防接種料助成実施要綱の一部を改正する告示 

聖籠町予防接種料助成実施要綱（平成２１年聖籠町告示第３０号）の一部を

次のように改正する。 

第４条第３号及び第４号を削る。 

第６条第１項の表を次のように改める。 

 

 

 

 

                                                              

第６条第２項の表を次のように改める。 

 

 

 

 別記様式第１号を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附 則 

 （施行期日） 

１ この告示は、令和２年１０月１日から施行する。 

 （経過措置） 



２ 令和２年７月３１日以前に出生した者が、ロタウイルスの予防接種を受け

た場合については、なお従前の例による。 


